
小番号 関係する公訴事実

① 平成30年3月22日付け
起訴状の公訴事実1

   Ｄ１
   Ｅ１
★Ｆ１
★Ｇ
   氏名不詳者ら

12個
（重量合計約12kg）

平成29年
10月31日

午前10時24分
55,137,235 3,473,600 937,300

② 平成30年3月22日付け
起訴状の公訴事実2

   Ｄ１
   Ｅ１
★Ｈ
★Ｉ
★Ｊ
   氏名不詳者ら

12個
（重量合計約12kg）

平成29年
10月31日

午前10時31分
55,137,235 3,473,600 937,300

③ 平成30年3月22日付け
起訴状の公訴事実3

   Ｄ１
   Ｅ１
★Ｋ
★Ｌ
   氏名不詳者ら

12個
（重量合計約12kg）

平成29年
10月31日

午前11時18分
55,137,235 3,473,600 937,300

④ 平成30年3月22日付け
起訴状の公訴事実4

   Ｄ１
   Ｅ１
★Ｍ
★Ｎ
   氏名不詳者ら

12個
（重量合計約12kg）

平成29年
10月31日

午前11時21分
55,137,235 3,473,600 937,300

⑤ 平成30年3月22日付け
起訴状の公訴事実5

   Ｄ１
   Ｅ１
★Ｏ
★Ｐ
   氏名不詳者ら

12個
（重量合計約12kg）

平成29年
10月31日

午前11時29分
55,137,235 3,473,600 937,300

①

（平成30年3月1日付け起訴状）
平成30年3月22日付け

訴因変更請求書1
平成30年5月14日付け

訴因変更請求書1

  Ｑ
  Ｒ
  Ｓ
  Ｔ
★Ｕ
★Ｖ
   氏名不詳者ら

12個
（重量合計約12kg）

※備考欄も参照

平成30年
2月1日

午前10時38分
57,221,948 3,604,700 972,600

各実行犯がそれぞれ金地金6個に
ついて実行
金地金の領置番号はＢ１地方検察
庁平成30年領第1456号符号
25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45及
び47

②

平成30年3月1日付け起訴状
平成30年3月22日付け

訴因変更請求書2
平成30年5月14日付け

訴因変更請求書2

  Ｑ
  Ｒ
  Ｓ
  Ｔ
★Ｗ
★Ｘ
   Ｙ
   氏名不詳者ら

12個
（重量合計約12kg）

※備考欄も参照

平成30年
2月1日

午前10時39分
57,250,616 3,606,600 973,100

各実行犯がそれぞれ金地金6個に
ついて実行
金地金の領置番号はＢ１地方検察
庁平成30年領第1456号符号
49,51,53,55,57,59,61,63,65,67,69及
び71

③

（平成30年3月1日付け起訴状）
平成30年3月22日付け

訴因変更請求書3
平成30年5月14日付け

訴因変更請求書3

  Ｑ
  Ｒ
  Ｓ
  Ｔ
★Ｚ
★Ａ２
    氏名不詳者ら

12個
（重量合計約12kg）

※備考欄も参照

同上 57,186,187 3,602,500 972,000

各実行犯がそれぞれ金地金6個に
ついて実行
金地金の領置番号はＢ１地方検察
庁平成30年領第1456号符号
1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21及び23

④
（平成30年3月1日付け起訴状）

平成30年5月14日付け
訴因変更請求書4

  Ｑ
  Ｒ
  Ｓ
  Ｔ
★Ｂ２
★Ｃ２
   氏名不詳者ら

12個
（重量合計約12kg）

平成30年
2月1日

午前11時04分
57,347,894 3,612,800 974,800

⑤
（平成30年3月1日付け起訴状）

平成30年5月14日付け
訴因変更請求書5

  Ｑ
  Ｒ
  Ｓ
  Ｔ
★Ｄ２
★Ｅ２
★Ｆ２
   氏名不詳者ら

12個
（重量合計約12kg）

平成30年
2月1日

午前11時06分
57,347,894 3,612,800 974,800

合計
120個

（重量合計約120kg）
合計 562,040,714 35,407,400 9,553,800

平成30年
2月1日

午前10時40分

2018年
2月1日

Ｇ２航空
783便

Ｈ２
142便

Ｇ２航空
783便

Ｈ２
142便

平成29年
10月31日

午前9時48分

平成29年
10月31日

午前10時49分

平成30年
2月1日

午前10時2分

1

2

別　表

備考
搭乗日

（現地時間）
犯行日時 消費税額

（円）

地方
消費税額

（円）

共犯者 到着日時
課税価格
合計額

（円）

搭乗便
隠匿携行した

金地金
大番号

2017年
10月31日


